
ペットは家族！殺処分ゼロをめざして

令和 6年度決算委員会において

　神戸市は全国初「人と猫との共生に関する条例」があ
ります。制定当時、殺処分は数 100 件でしたが、令和
6 年は 14 匹と減っています。着実に減ってきています
が、殺処分ゼロを目指していくべきと考えています。  2016（H28）年度 2024（R6）年度 

成猫の引取り数 67 40 

子猫の引取り数 512 64 

猫の譲渡数 161 104 

猫の譲渡率 27.8％ 100％ 

猫の殺処分数 406 14 

猫の殺処分率 70.1％ 13.5％ 
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健康
局長

　条例では、神戸市の責務として野良猫の繁殖制限と猫
の譲渡の推進が定められています。繁殖制限は平成 28
年から 8年間で 1万 5,458 件の野良猫の不妊去勢手術
が行われました。殺処分については、平成28年は 406
件であったのが 14 件となっています。成果は着実に出
ていると考えます。

   　　　　 殺処分数は激減しているが、ゼロを達成した国も都市もあります。オンライン譲渡やふるさと納税
　　　　　を活かしたり譲渡を促進するなどゼロを目指します。神戸市では、譲渡に関して、しあわせの村内に
ある共生センターが中心です。ＳＮＳを活かした犬・猫たちの情報発信など手を尽くしたいと考えます。
　ペットは家族です。途中で飼育を放棄したりするケースがまだまだ多い状況です。飼う際に「最後まで責任を
持つこと・命をあずかること」が当たり前の社会になるように力を尽くしたいと考えます。また災害時にペット
と同行避難もできるように更に周知を図って参ります。

【ネコ条例施行前と現在の比較】

　西区にある兵庫盲導犬協会に視察に参り
ました。
　視覚障がいの方が、安心して暮らせるよ
うに大切なパートナーである盲導犬の育成
訓練をしています。無償貸与をしており、
盲導犬は日常生活をバックアップしていま
す。１頭当たり 500 万円程度かかると言わ
れており、善意のお心で運営しています。
また、公共施設や民間施設など盲導犬を受
け入れていただけように努力せねばと考え
ます。私自身も普及を果たしていきます。
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　決算議会についてご報告いたします。予算承認した事業の進捗状況を
確認し修正すべきことなど、建設的な提案をしていることろです。
　特に、私のこだわり施策「殺処分ゼロ」「おひとりさま対策」について、
委員会にて質問させていただきました。内容についてご報告させていた
だきます。

兵庫盲導犬協会を視察

　神戸市では「災害時におけるペットとの避難ガイ
ドライン」定めています。裏面に掲載しております。

『報告すること』を大事に!
税金を頂いている身として、私の雇用主
で神戸市民の皆様に業務報告せねばと
考えています。議会終了時には、必ず報
告書（チラシ）を作成して中央区の皆様に
配布させていただいております。



　　　　　　独居の高齢者世帯のお悩みは、病院の同行、
　　　　　　買い物支援、施設入居の際の保証人、葬儀
　　　　　　の問題など多岐にわたります。
身近に相談する方が少ない方も多くおられます。
元気なうちに、もしもの時に備えておくのは大事と考えます。行政が
１歩出た施策が必要です。
　前々から提案しておりました、高齢者相談のワンストップサービス
である「こうべ終活相談窓口」が開設いたします。行政が寄り添う第
一歩となります。

　ご指摘の通り、施策を一覧にしてパッケージする取り組み
は必要と考えます。シニア世代に向けた広報として、ご指摘
いただいた点を踏まえましてＨＰにひとり暮らしの方が利用
できる制度を開設しているところです。
　課題を抱える身寄りのない高齢者に必要な施策をつなげて
いくことを目的とした終活相談窓口の開設を準備しています。

65 歳以上の高齢独居対策 （おひとりさま対策）
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　晩婚化など社会状況の変化から 65 歳以上の高齢者の独居
の世帯が増加しています。孤独化・孤立化しやすく手を差し
伸べていく必要があります。高齢者施策を多く展開してるが、
バラバラでないパッケージ化した高齢者施策を展開すべきと
考えます。

福祉
局長

　相談から葬儀・納骨の
死後委託まで終活に関す
る「神戸市終活情報登録
制度」を開始し、もしも
の時、本人があらかじめ
指定したことをご意思に
沿った形で手続きが進む
ように支援します。
（登録情報）開示したい方、緊急連絡先、
エンディングノートの保管場所、遺言書
の保管場所などです。
ご不安な方はおひとりで悩まないでご相
談ください。

こうべ終活相談窓口
078-885-8670

（相談員窓口）月～金曜日      9:00～ 16:00
（司法書士）　 第１･３木曜日 13:00～ 16:00
（弁護士）　　 第２･４木曜日 13:00～ 16:00

必ず予約が
必要です

抜粋して掲載しています。
詳しくは全文をご覧ください。
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